
加点・減点措置の実施条件 

 

加点・減点の措置は、選定時点（次期指定期間を含む。）において、以下の同一性が

全て確保されていることを条件として実施する。 

 

１ 法人その他団体の同一性 

対象となる法人その他団体（以下「団体」という。）の事業内容、財務内容、組

織等に大幅な変更がなく、同一性を有していると認められること。また、対象とな

る団体が共同企業体であるときは、当該企業体の構成員が同一であり、それぞれの

構成員が同一性を有していると認められること。 

２ 事業内容の同一性 

対象となる施設の事業の内容（指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲）及

び施設で行われる事業内容に、大幅な変更がないこと。 

３ 施設の同一性 

指定対象となる施設の指定の単位に大幅な変更がないこと（１施設のみであるか

複数施設であるか）。 

 

 


